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「実用書道」実施

熊野高等学校

　今年度も恒例の熊野高校「実用書道」が行われ
ています。熊野町の伝統産業である「筆づくり」
について関心を持ち、伝統文化を継承していく態
度を育てていくことを目的に、各学年、年３回の
小筆による実用書を学習しています。
　指導者は、書道の指導者として熊野町で活躍さ
れている先生方で、毎年本校へお越しいただいて
います。生徒ともすっかり顔馴染みとなり、小筆
を介して生徒たちに心の安らぎを与える時間にも
なっています。３学年は、第１回「就職内定のお
礼状書き」から始まりましたが、最終回は、名前
の美しいまとめ方を学び、芳名録へ書く練習をし
ました。そして、３年間学習した名入りの小筆は、
最終回をもって各自で持ち帰りました。日常では
ほとんど活用する機会がなくなった小筆ですが、
クラス皆で一点一画集中して書いたことを、社会
人となって、またどこかで懐かしく思うことで
しょう。文字を集中して書くことで、心を落ち着
かせ、成就感を味わい、筆文字を書くことの楽し
さや、熊野筆の良さを感じる「実用書道」の時間
は、誇りある地元の伝統産業を理解する意義深い
学習として、今後とも継続していきたいと思いま
す。

生徒会活動で”思い”を実現 全校での手話体験

熊野東中学校 熊野第四小学校

　「脳トレルームを作りたいです」「グラウン
ドで運動したいです」「昼食時に音楽を流した
いです」生徒総会に出された意見です。昼休
憩時間を活用したい日頃の“思い”からの要
望です。これらの要望をどのように実現して
いくのかを生徒会で検討することになりまし
た。コロナ禍の状況で生徒の活動が制限され
ることが多かった今年度、例年以上に生徒の
声を生徒会が検討し、生徒会が運営し、生徒
会が改善する取組を積極的に取り入れてきま
した。多くの行事が中止となり、生徒が行事
を通じて培うはずだった力を、生徒の“思い”
を、生徒会を中心とした取組によって実現さ
せることで身につけ、成就感、達成感を味わ
うことができたのではないかと思います。さ
て、生徒自身の手で今後の東中をどのように
成長させてくれるか楽しみです。

（教育総務課）

　本校では、「人の役に立つことに喜びを感じ
る児童の育成」を目指して様々な活動を行っ
ています。その一環として、昨年度熊野町で
制定された「熊野町いのちをつなぐ手話言語
条例」を受け、学年ごとにいろいろな形で手
話に触れる機会を設けました。
　２年生は、手だけでなく顔の表情や口を
使って国語で学習した「おてがみ」を手話で
体験しました。また６年生は、熊野町役場の
人や手話サークルの人をお招きして「聞こえ
ないってどんなこと」をテーマに体験を交え
たお話を聞くことができました。「手話は、顔
の表情や口も使うことを初めて知った」「手話
の必要な時があったら、今日勉強したことを
思い出しながら接していきたい。」児童の感想
には、今回の学びを生かそうという意欲が見
られました。誰かの役に立ちたいという児童
の気持ちを大切にしながらこれからも手話に
ついての学びを続けていきます。
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くまのファミリー公園
利用のご案内

　くまのファミリー公園では、バーベキュー
やピザ窯を使った本格ピザ作りができます。
　是非ご家族や仲間でご利用ください。

■時３月１日㈪～11月30日㈫
　９：00～17：00
　※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況に
より、使用できなくなる場合があります。
あらかじめご了承ください。

■￥入園料‥無料
　BBQ炉、ピザ窯‥一炉1,000円／日
■申 利用３日前までに、町民体育館へ使用申請
書を提出ください。なお、利用希望者が多
数の場合は、使用申請書による申し込み順
となります。
　※ 申請者氏名は、参加される責任者の氏名
を記入してください。貸出と返却の手続
きは責任者にお願いします。

　※ 使用後は後始末をし、必ず管理者の確認
を受け、使用申請書に整理済の確認印を
もらってください。

▷注意事項
　・ 中学生以下だけのグループには火気を使
用する貸し出しはできません。

　・ 施設や備品が破損または紛失した場合は、
修理あるいは購入実費を申し受けます。

　・金網、炭などは各自で持参してください。
　・ 火気の使用は調理区域のみとします。ま
た、火災に注意し、花火類は使用しない
でください。

　・ 公園内への車両（バイク含む）の乗り入
れは、荷物の積み下ろし時のみとします。

　・ 炉に水をかけての消火は固く禁じます。
灰は専用缶に入れフタをし、所定の場所
へ置いてください。燃え残り、ゴミは各
自で持ち帰ってください。

■問熊野町民体育館　☎854－７６９５
　（熊野町川角五丁目10番１号）

－ 15 －　－ Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'21/２月号 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'21/２月号　－ 14 －子どもの人権110番 ▢☎0120-007-110 広島法務局・広島県人権擁護委員連合会
いじめ、虐待、子育てなど子どもの人権については　祝日を除く月～金　8：30～17：15

子どもは地域で守る！！『子ども１１０番の家』にご協力ください。
■申青少年育成くまの町民会議　事務局
教育総務課社会教育グループ（熊野町民会館内） ☎854-3111


